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会 議 次 第 

（１）「第６期介護保険事業計画に係る制度改正の概要」について 

（２）「川西市高齢者保健福祉計画・第６期介護保険事業計画アン 

ケート調査結果報告書」について 

（３）「サービス提供事業者等アンケート調査結果報告書」について 
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では定刻でございますので只今より開会しようと思います。

介護保険の運用につきましては、あくまで国の法律に基づきま

して県の助言指導を仰ぎながら、各市町村で実施するというこ

とでございます。今日もいろいろご助言、ご意見いただきなが

ら、何分よろしくお願いいたします。では座らせていただきま

す。 

本日の会につきましては、「川西市介護保険運営協議会会議公

開制度運用要綱」につきまして傍聴ができるということになっ

ておりますが、傍聴の方はお見えでございますでしょうか。 

 

傍聴お方はお見えになられておりません。 

 

今のところお見えになっていないということでございます

ね。じゃあ、本日の資料につきまして事務局のほうから順次ご

説明確認をいただきます。よろしくお願い申します。 

 

それでは資料の確認をさせていただきます。まず資料１でご

ざいます。これは事前にお配りしております、「第６期介護保険

事業計画に係る制度改正の概要資料」ちょっと分厚い分でござ

いますけど、こちらについては、参考資料としてご覧いただけ

ればというふうに考えております。資料２でございます。「川西

市高齢者保健福祉計画・第６期介護保険事業計画アンケート調

査結果報告書（速報版）」となっている分でございます。これも

事前にお配りしていると思います。それと本日ですね、お配り

している資料３「第６期介護保険事業計画に係る制度改正の概

要資料」少し薄い分でございますけども、本日はこちらの資料

でご説明させていただきます。つづきまして資料４、「事業者等

アンケート調査結果報告書（速報版）」資料は以上でございます。 

なお、事前に、私共のほうが了解をいただきましたアドバイ

ザーでございます県のほうからの、兵庫県の阪神北県民局宝塚

健康福祉事務所監査指導官の課長の金岡様、この方が就任して

いただくことになってございますけども、実は監査指導官はい

ろいろ監査のほうとかいろいろやっておりまして、本日どうし

ても公務のため来れないということで、次回から参加させてい

ただきたいという旨のご意見をいただいておりますので、よろ

しくお願いいたします。事務局からは以上でございます。 
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はい、ありがとうございました。 

只今から議事に入りますけれど本日の協議会記録の署名委員

を選出したいと思います。前回もありましたが、私のほうから

指名させていただいてもよろしいでございましょうか。ご異存

ございませんでしょうか。 

 

異議なし。 

 

ありがとうございます。それでは異議なしということでござ

います。本日の署名につきましては坂井委員さんをお願いした

いと思うんですが、坂井委員さんよろしいでございましょうか。 

 

はい、わかりました。 

 

ありがとうございます。 

じゃあ、次第に従いまして第６期介護保険事業計画に係る制

度改正概要につきまして、まず事務局のほうからご説明賜りま

す。よろしくお願いいたします。 

 

はい。では失礼します。 

資料３をお手元にお願いいたします。 

 

お座り願って、マイクをお使いなったほうが…。よろしくお

願いいたします。 

 

ありがとうございます。 

 

他の委員さん、関係者もよろしくお願い申します。 

 

では資料３でございます。まず介護資料でございますが、一

枚めくっていただきます。こちら開けていただきましたら最初

に制度改正案の主な内容が、記載されております４つのカテゴ

リーに今回の制度改正はなっております。こちらについて順次

説明してまいります。まず第一点目、ページで言いますと左の

①でございます。地域包括ケアシステムの構築というところで

ございます。その中のサービスの充実でございますが、高齢者

が住み慣れた地域で生活を継続していけるようにするために地

域包括ケアシステムの構築に向けた介護・医療・生活支援・介
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護予防の充実を図ってまいります。具体的に言いますと関係者

に対する研修会等を通じまして医療と介護のネットワークが構

築され、効率的、効果的、よりきめ細かなサービス提供を目的

としております。次にサービスの充実でございます。在宅医療、

介護連携推進。②といたしまして、初期集中支援チームの関与

によります認知症の早期診断、早期対応あるいは認知症地域支

援推進員によります相談などにより認知症になっても安心して

生活できる地域を実現するための推進といたしまして、認知症

施策の推進。③といたしまして多職種の連携、地域のニーズや

社会資源を的確に把握しまして地域課題の取り組みが推進され

高齢者が地域で生活しやすい環境を実現するための地域ケア会

議の推進。④といたしまして、コーディネーターの配置等を通

じまして地域での高齢者のニーズとボランティアなどのマッチ

ングを行うことによりまして生活支援の充実を図る、生活支援

サービスの充実強化などがあげられます。次に、介護職員の処

遇改善につきましては、２７年度介護報酬改正で検討すると示

されております。続いて二点目でございます。重点化・効率化

でございます。単身世帯等は現在増加しておりまして、支援を

必要とする軽度の高齢者が増加しております。こういった中で

生活支援の必要性があります。そのためボランティア、ＮＰＯ、

民間企業などの多様な主体が、生活支援サービスを提供するこ

とが必要となってきております。更に高齢者の介護予防という

のが近年求められておりますけれども、社会的役割を高齢者自

身が持つことによって介護予防につながると認識されておりま

す。このような背景、あるいは目的が全国一律の予防給付であ

ります訪問介護、通所介護が、市町村が取り組みます地域支援

事業に移行して請求でき、サービスが多様化してまいります。

今回の改正によりまして、既存の介護事業所によります既存の

サービスに加えましてＮＰＯ、民間企業、住民ボランティアな

どの多様なサービスの提供は可能となりますし、住民主体のサ

ービスの拡充など推進することで費用の効率が図られることが

期待されております。また具体的なイメージといたしましては

４ページをお開きください。こちらの表題といたしまして「生

活支援サービスの充実と高齢者の社会参加促進に向けた予防給

付の見直し」でございますが、この４ページの下のほうでござ

います。見直しのイメージ、こちらにイメージ図が書いてあり

ます。こちらの訪問介護ですが、既存の訪問介護事業所により

ます身体介護生活援助だけでなく、その段の下のほうになりま
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すが、それに加えましてＮＰＯや民間事業者などによる掃除洗

濯等の生活支援サービス、あるいはもう一つ下の段になります

が住民ボランティアによるごみ出し等の生活支援サービスが示

されております。続いてその表の図の右側でございます。こち

らが通所型サービスになります。通所介護につきましては、既

存の通所介護事業所によります機能訓練などの通所介護に加え

まして下の段にありますがＮＰＯ，民間事業者によるミニデイ

サービスやその下側になりますが住民主体のサービス。あるい

は専門職が関与しますリハビリ、栄養、口腔ケア等のサービス

がここで示されます。尚これらの費用単価でございますが、既

存の訪問介護事業所によります訪問介護や、あるいは既存の通

所介護事業所によります通所介護など専門的なサービスを必要

とする方には、専門サービスにふさわしい単価を検討してまい

ります。住民ボランティアはここでイメージされております、

ごみ出し等の生活支援サービスや住民主体の運動、交流の場な

ど多様な担い手による多様なサービスにつきましては、多様な

単価や住民主体による低廉な単価を設定して単価が低い場合に

は利用料のほうも軽減いたします。これらによりまして支援す

る側とされる側という画一的な関係性でなくサービスを利用し

ながら地域とつながる、能力に応じた柔軟な支援を行うことに

よりまして介護サービスからの自立欲が向上するとされており

ます。多様なニーズに対するサービスが広がることによりまし

て、在宅生活の安心確保ができまして、住民主体のサービスの

利用の拡充、あるいは認定によらない高齢者の増加、重度化予

防の推進をすることにより費用の効率化が図られるとしており

ます。続きまして、１ページにお戻りください。１ページ左側

下のほうですが、重点化、効率化の段をご覧ください。こちら

の②でございます。特別養護老人ホームの新規入居者につきま

しては、要介護１、２でも一定の場合には入所は可能ですが、

原則要介護３以上に限定されるとなっております。この一定の

要介護１、２の場合でございますが、考えられる場合といたし

ましては知的障害、精神障害などに伴いまして地域での安定し

た生活を続けることが困難な場合や家族などによる虐待などが

深刻であり、心身の安全、安心確保が不可能な場合とかあるい

は認知症の高齢者の適切な見守り、介護が必要な場合と考えら

れておりますが、これらの詳細については今後検討するとされ

ております。ちなみに平成２３年度におきます特養の新規入居

者でございますが、全国レベルでございますが、全国で１４万
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人おられましたが、そのうち、要介護１、２の方は約１万６千

人、全体の１１．８％でございます。続きまして、右の欄の②、

費用負担の公平化でございます。こちらのほうにつきましては、

低所得者の保険料軽減することを目的としまして、保険料の上

昇をできる限り抑える目的のため、所得や資産のある方の利用

者の負担を見直すとこととなってます。こちらの欄の右、低所

得者の保険料軽減を拡充の枠の中の分でございますが、記載さ

れておりますが、軽減例といたしまして年金収入が８０万円以

下の方は現行５割の軽減を行っておりましたが、これを７割に

拡大するとします。続きましてその下の段、重点化、効率化で

ございます。①一定以上の所得のある利用者の自己負担を引き

上げるといたしております。こちらにつきましては、お手数で

すが、１０ページをお開きください。こちらのページ、一定以

上の所得者の利用者負担でございます。このページの中ほどで

ございますが、自己負担を２割とする水準でございますが、例

といたしましてこのページの中ほどでございますが、単身で年

金収入のみの方の場合ですが、年金収入が２８０万円以上の方

が該当するとしております。最後になりますが、もう一度すい

ません、最初の１ページにお戻りください。こちらの重点化・

効率化の②についてでございます。こちらのほうには施設利用

者の食費・居住費につきまして、低所得者であっても預貯金等

が単身１，０００万、夫婦２，０００万を超える方につきまし

ては施設を利用した際の食費・居住費の保険給付が対象外にな

る旨の記載がございます。こちらの詳細でございますが、最後

の１１ページをご覧ください。こちらに保険給付の見直しとい

うところで、資産等の勘案がございます。詳細は記載されてお

りますが、現行では施設入所に係る費用のうち、食費及び居住

費は自己負担と原則なっております。しかしながら住民税非課

税世帯になる利用者につきましては補足給付として補てんを受

けております。しかしながら補足給付には福祉的でない性格を

有すること、預貯金や不動産を保有するにもかかわらず、保険

料を財源とした給付が行われることについては不公平であると

いう観点から、単身では１，０００万、夫婦では２，０００万

を超える預貯金等がある場合には対象外とするものでございま

す。以上簡単ではございますが、制度改正の概要の説明を終わ

らせていただきます。 
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どうもありがとうございました。前もっていただきました資

料が詳細すぎてでしょうか、印刷等につきまして見にくいとこ

ろがこざいましたが、今日ですね、簡略なというか要点をまと

めた資料に基づいて今ご説明いただきましたが、委員さんのほ

うから何かご質問とか法律のことですから何か意見が通らない

と思いますが、主にご質問と言いますか、不明な点がありまし

たら、ご説明いただきますので、ご意見で結構でございます。

いかがでしょうか。 

ちょっと私のほうから、質問いたしますが、以前の地域包括

ケアシステムの構築でございますが、そのことはよくわかるん

ですけども、介護・医療・生活支援・予防・住まい、とか公助、

互助、自助、共助と組み合わせましてやってました。当初は何

か事があった場合、中学校区を単位といたしまして、そういう

中学校区の中で３０分以内に支援するというのが入ってまし

た。そういうふうな文言は消えてるんでしょうか。今回の案に

つきましては。 

 

２ページをお開きいただきまして、地域包括ケアシステムに

ついてのところでですね、右の下のほうでございます。絵があ

ります。ここに地域包括ケアシステムの概ね３０分以内にと記

載しております。 

 

書いてますか。ありますね。見落としました。要は地域包括

ケアシステムは具体的には日常生活圏域、本当は中学校区を日

常生活圏域とするんですが、市町区によっては二つの中学校区

とか場合によっては三つくらいの中学校区を日常生活圏域とす

るところもありますが、当市につきましては中学校区ごとに日

常生活圏域を設けられてとありますので、概ね３０分以内にサ

ービス提供。すいません、見落としてました。 

他、委員さんのほうから何かご質問・ご指摘ございましたらよ

ろしくお願い申し上げます。 

 

利用者側から考えますとこれは今まで使える枠というのは全

国一緒なんですね。それも市町村によって違う。それは変わら

ない。 

 

介護保険に関しましては、全国統一になっておりますけども、

いわゆる今度、要支援者の訪問介護・通所介護、この部分を、
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地域支援事業に移行することになります。既存の介護の事業所

以外に様々な多様なサービスが出てくると思います。そこの部

分につきましては、各市町によって、ある程度、差が出てくる

というのは事実でございます。 

 

内容的には差が出てくるんですが、例えば使えるポイントと

いうかどれくらい。要支援１の場合はどれくらい使えるとか、

そういうのも変わってくる、市町村で決めるのですか。 

 

その部分は、いわゆる体の状態でございます。それによって

使える部分が変わってきます。これからですね、単価とかを決

めてまいります。それの分の１割、という形になってくるだろ

うと思うんですけども、そのあたり国のほうからですね、例え

ばＮＰＯがやるような部分でありますとか、ボランティアのや

るような部分になりますとか、どれくらいの単価になるという

のがまだ示されておりませんので、もし示されましたら、それ

に基づいて全国的に単価を決めてまいると思いますので、基本

的には似たような感じになるのかなと思います。 

 

では選択肢が市町村によって違って、利用者側は選択肢が少

し増える、どれを選ぶかというのが増えるというように考えた

らいいんですか。市町村に任されるというのはどの程度変わっ

てくるのか。 

 

今までですね、いわゆる訪問介護・ヘルパーさんが来てもら

う、通所介護、デイサービスに行くというのがそれがヘルパー

とデイサービス。それだけでございますけど。要支援の方につ

いては。それ以外にですね、もう少し軽度の方、例えば掃除だ

けしてほしい、洗濯だけしてほしいという方々についてはです

ね、いわゆるヘルパーさんだけでなくて、もう少し一般の方で

あるとかシルバーの方であるとか、そういう方でも利用可能で

はないかということで、国が示しておりまして、そのあたりを

活用していこうという形になります。 

 

そのへんの負担も介護保険で負担するのですか。 

 

それにつきましてはこの後にあります介護保険からちょっと

離れる形になるんでございますけども、財源的には介護保険と
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同じ財源構成になると。このお金を決めるのも市のほうでいく

らになるか、決めていくこという形になっていくということで

ございます。 

 

全体的なイメージとしてですね、次期介護保険の改定がかな

り大きく変わるようなイメージをしているんですけども、先ほ

どの総合事業の移行に関してですね、６ページのところに、平

成２７年度２８年度２９年度も含めた経過措置が書いてあっ

て、ちょっとわからないことが…。まだ川西市さんのほうから

も明確な答えはできないと思うんですけども、先ほど身体によ

ってまぁ既存の事業者なのかＮＰＯなのかボランティアなのか

というところが決まっていくお話だったんですが、それを決め

る基準というのはやはり国からある程度示されて、その振り分

けていくという流れになるんでしょうか。  

 

今ですね、既存で受けておられる方については、始まっても

一年間についてはそのまま訪問介護でありますとか通所介護、

それを受け入れる。ただ今度新しくですね、そのサービスを受

けたいという方には認定を受けるか、もしくは認定を受けるま

でに国が示している生活機能チェックというのがございまし

て、それで評価いたしましてサービスが必要かどうか決めてい

こうかという形で考えている状況でございます。 

 

単価とか、例えば今まで予防給付であればですね、介護保険

事業者の国保連に請求してたんですけども、この総合事業にな

った場合の請求に関しては、何かこう、方針、市に請求するの

か今まで通りに県に、国保連に請求するのかっていうちょっと

細かい話なんですけど、そのへんもまだ決まってないんですよ

ね。 

 

給付管理につきましては、国保連を活用するものと思われま

す。私共も不勉強で詳しく読み込んでいないところもございま

すので、そのあたりですね、またわかりましたら、詳しく説明

したいと思います。 

 

いいでしょうか。委員さんが不安に思ってらっしゃるのは、

今回の改正で随分利用しにくくなるとかサービスの内容が変わ

るとか幅が狭くなるとかのご懸念と思うんです。これは介護保
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険法の法律、法律といいますのは国会で審議しますが決まった

以上は北海道から沖縄まで一律にしないといけないんですね。

今回については市町村レベルの裁量というか、市町村で考えて

やらないといけないことが結構ございますということで、市町

村がある種言い換えたら、市町村はどこもあると思うんですが

ね、一方で国が少し一歩二歩引いているところもございますよ

ね。しかし全てが基本的に申し上げた介護保険始めた今から１4

年前でしょうか、4兆円規模で始めたものが当初利用者はそう

多くなかったですね、ところが多くの方々、保険や恥ずかしく

ない、権利やおっしゃって、どんどん利用始めて現在約10兆円

規模に膨れ上がってるんですね。今回改正は費用が膨れ上がる、

しかもそれがどんどん高齢者が増える中でこれが維持できるか

どうか危機を感じたと思うんですね。そこではっきり申し上げ

て、費用を抑制したいとかいろいろなことがあります。果たし

て地域支援事業につきましてもね、ボランティアさんにお願い

するということもございますが、ボランティアさんが責任持て

るのかなとかね、たくさんございます。これ今後議論になると

思うんですが一応国が決めたというか指定した主な内容が今提

示されたわけですね。考えたら市町村の監査のほうも裁量と言

うか責任も多くなってくると思います。同時に市民にとっても

また負担も多くなってくるという事実でございますがね、全て

この制度を維持するためには最低限のこれだけはというのを政

府は案として示しはった、法律はもう改正ありましたけどね。

というふうなご理解だったと思います。法律の主だった特記も

変わりますよということです。軽度の方については要支援は介

護保険からはずしましょう、市町村に任せましょうという地域

支援事業ですからね。まぁ言い出したらたくさん視点というか、

課題はございますけども、そういう観点で結構です。もっと読

み込んでもいいですが、私もこれを読み込んではいますけれど

も最終の膨大な資料にありましてちょっと印刷も見にくくて、

今日いただいた資料は整理をしているわけですけれど。それか

ら負担は利用するたびに1割だけど、一定収入ある方に２割負

担とかね、この2割負担っていうのは非常に問題かもしれませ

んが、ドイツから始まった、ドイツの介護保険は初めから２割

負担です。韓国も今２割負担なんですね。韓国は20歳から介護

保険に入りなさいとなってますがね、日本の場合40歳以上です

けど、やがてこれが30歳から20歳からになるかもわかりませ

ん。全て財政の大きな問題があるということでしょうし、高齢
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者が増えてくる、いろいろな問題があると思います。政府の思

いも多少わかりながら一応研究者としてはいろいろ批判も持っ

ております。委員さんのご意見をいただくのが私の役割でござ

いますので、いかがでしょうか。他にご意見なりございました

ら承ります。いかがでしょうか。 

 

委員のご質問で、請求関係でございます、これにつきまして

は、今まで通り国保連合会のほうに市町村が委託できるという

ことで、国保連合会のほうで審査支払をしていただけることが

可能ということになってございます。すいません、遅くなりま

した。 

 

確認願いましたんで、ありがとうございます。 

 

市独自の施策というんですか、それはアンケート結果とか介

護保険の状況とか今からだと思うんですけど、後の半年ですが、

タイムスケジュール的には大丈夫なんですか。 

 

そうですね。それにつきましてはですね、いわゆる経過期間

が２年間ございます。２９年４月までに始めればいい、そこま

でいわゆる猶予があるということです。川西市につきましては、

今のところそのあたり検討いたしまして、いつから始めるか今

後決めてまいりますけども、今現在社会資源がどのようなもの

があるのか、そういったものを調査したり、どのようなＮＰＯ

法人と協力してやっていけるのか。それにつきまして今後検討

してやってまいりたいと考えている状況でございます。 

 

それにつきましては６ページのほうに明確に書いてまして、

６ページの一番上の行ですね、新しい総合事業は２７年２８年

度は市町村選択でということになりまして、２９年度をもって

予防給付のうち、訪問介護、通所介護が終了ということで、市

町村の選択を迫られてるということでしょうね。いろいろ総合

的にご判断があってということで、これからもご検討と思いま

すけども。大変な改正でしょうね。今回大きな改正ですね。他

いかがでしょうか。始められて１時間半しか予定がないという

か余裕がございませんので、その間活発なご意見とかご提言と

かですね。また振り返ってですね、これにつきましてまた先ほ

ど言い忘れたとか承りますので、一応予定の次第がございます
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ので決して時間を急ぐわけではございませんが、２番目のほう

の川西市の高齢者保健福祉計画・第６期の介護保険事業計画ア

ンケート調査結果でございますが、報告書。それを承ってまた

最初のほうの制度改正についてご質問を承りますということに

いたしましょうか。では事務局のほうからご説明いただきます。

よろしくお願い申します。 

 

それでは資料 2、川西市高齢者保健福祉計画・第 6期介護保

険事業計画アンケート調査結果についてご説明いたします。ま

ず1ページをご覧ください。調査の概要についてでございます。

調査の目的は、第６期介護保険事業計画を策定するに当たり65

歳以上の高齢者や要支援、要介護認定者の普段の生活実態など

を把握し計画策定の基礎資料とすることを目的に実施いたしま

した。2番、調査設計についてです。調査の対象者は平成26年

4月1日現在に市内在住65歳以上一般高齢者3,000人、要支援・

要介護認定者2,000人に対して調査を行いました。調査期間は

平成26年8月1日から15日までとなっております。調査方法

は郵送配布、郵送回収により実施いたしました。3番、回収結

果についてです。65歳以上一般高齢者は有効回答者数2,194件

で有効回答率が73.1％となっております。要支援・要介護認定

者は有効回答者数1,379件で有効回答率は69％となっておりま

す。合計いたしまして回答率のほうが、71.5％となっておりま

す。尚前々回の介護保険運営協議会での委員のみなさまからご

意見をいただきましたアンケートの回収率を向上させるための

ＰＲを積極的に実施する方策ということで事務局のほうで検討

しました結果、アンケートの協力について、まず市のホームペ

ージへの掲載。続きまして老人クラブ連合会及び民生児童委員

の方々への協力文の配布。介護保険事業者の方へ月1回行われ

ます提供票等情報交換会で協力文書のほうを配布いたしまし

た。それとケアマネジャーの方へ協力依頼をしています。以上

の皆様のご協力のおかげをもちまして当初の回収率 70％を超

えることができております。この場をお借りしましてお礼申し

上げます。ありがとうございました。2ページをご覧ください。

回答者の性別についてです。一般高齢者では女性が47.9％とな

っており、男性を 1％上回っております。要支援・要介護認定

者では61.3％となっており男性を27.6％上回っております。3

番、年齢についてですが、こちらのほうは当初抽出の時、5歳

刻みの要介護度別、小学校区別、人口按分で一定数を抽出して
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おりますので、一定数の票数は確保できております。4ページ

をご覧ください。5番、現在の住まいについて、一般高齢者、

要支援・要介護認定者共に自宅がそれぞれ90.4％、77.4％、も

っとも高くなっております。6ページをご覧ください。家族構

成についてみますと、一般高齢者、要支援・要介護認定者共に

家族などと同居がそれぞれ高くなっております。3番、同居の

家族についてみると、7ページです。一般高齢者、要支援・要

介護認定者共に配偶者が最も高くなっております。4番、日中

一人になる可能性についてみると、よくある、たまにあるを合

わせると一般高齢者では 80％、要支援・要介護認定者では

73.5％を占めております。このような結果を見ますと高齢者夫

婦世帯が多くいるということや一般高齢者、要支援・要介護認

定者共に日中独居になる方が多いことがわかります。9ページ

をご覧ください。介護介助が必要となった主な原因では、一般

高齢者では、脳卒中が２０．２％、高齢による衰弱が14.5％と

なっております。要支援・要介護認定者では高齢による衰弱が、

29.3％、認知症が22.1％、転倒・骨折が20.5％と高くなってお

ります。11ページをご覧ください。主な介護者を見ますと、配

偶者が最も高くなっております。10ページです、申し訳ござい

ません。11ページをご覧ください。性別を見ますと女性のほう

が多くなっております。5番の主な介護者の年齢は 60歳、70

歳、80歳代が多く占められてことなどからみますと、老老介護

世帯が多いことがうかがえます。12ページをご覧ください。6

番、介護者が介護を行っていくうえで困っていることにつきま

しては、心身の負担が大きいが最も高くなっております。14ペ

ージをご覧ください。3番、経済の状況についてみますと、一

般高齢者では、苦しい、やや苦しいが50.8％で、要支援・要介

護認定者では 58.8％が苦しい、やや苦しいと該当しておりま

す。15ページをご覧ください。住まいについては一般高齢者、

要支援・要介護認定者共に一戸建てで持ち家が大半を占めてお

ります。3番、住まいのバリアフリー化では、されてる、一部

されてるが一般高齢者では50.5％で、要支援・要介護認定者で

は75.3％となっております。4番、居室の階数では要支援・要

介護認定者で24.3％が2階以上に居室があると回答しておりま

す。16ページをご覧ください。健康状態についてです。とても

健康、まあまあ健康が占めてる割合は、一般高齢者では74.5％、

要支援・要介護認定者では31.8％となっております。尚参考ま

でなんですけれども、平成23年度に実施しました川西市高齢者
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保健福祉計画・第5期介護保険事業計画意向調査では、こちら

では一般高齢者が健康であると答えているのが 70.6％となっ

ております。2番、かかりつけ医の有無についてをみますと、

あるが一般高齢者では 73.8％で要支援・要介護認定者では

77.3％となっております。こちらのほうも前回の調査結果で見

ますとかかりつけ医の有無が一般高齢者で 80.8％となってお

ります。17ページをご覧ください。4番、普段から健康に気を

付けていることをみますと、一般高齢者では食事（栄養）に気

を付けているが最も高くなっております。こちら前回の調査で

は、身体を動かすことを心がけているが最も多くなっておりま

す。また要支援・要介護認定者では転んだり、つまずかないよ

うに気をつけているが最も多くなっており、前回の調査におい

ても同様の結果となっております。20ページをお開きくださ

い。運動状況について見ますと、一般高齢者では週1回以上運

動しているのは、66.1％となっております。前回の調査では

62％が週1回運動していると回答しております。47ページをご

覧ください。生活機能評価についてです。こちらは平成23年度

に実施しました国が示したチェックリストを活用し、二次予防

対象者を把握する、二次予防対象者把握事業の結果と比較して

いきたいと思います。前回行いました調査は川西市に在住する

要支援・要介護認定を受けていない65歳以上の高齢者に調査を

行いました。配布数は34,113人で有効回答者数が26,006人。

回収率は76.2％となっております。1番、運動機能についてで

すが、評価方法につきましては、こちらの3項目以上に該当す

る方をリスク該当者としております。市全体でのリスク該当者

は16.5％となっております。前回の調査結果では17.6％がリス

ク該当者となっておりますので、若干減少しております。また、

リスク該当者の比率が高い地域としましては、川西南中学校区

となっております。48ページをご覧ください。閉じこもりにつ

いてです。評価方法は週１回以上外出していない人です。市全

体でのリスク該当者は 5.9％となっております。前回の調査結

果では 4.3％となっております。またリスク該当者の比率が高

い圏域といたしましては、多田中学校区となっております。49

ページをご覧ください。転倒のリスクについてです。評価方法

は、表にあります項目の合計点数13点のうち6点以上に該当す

る方をリスク該当者としております。市全体のリスク該当者は、

20.6％となっております。こちらのほうは前回の調査結果のほ

うがございませんので今回の結果だけとなります。リスク該当
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者の比率が高い圏域といたしましては、川西中学校区となりま

す。50ページをお開きください。栄養についてです。評価方法

は、体重の減少とＢＭＩ値が18.5％未満に該当する方がリスク

該当者としております。市全体のリスク該当者は、2％となって

おります。前回の調査では、1.7％ですので0.3％増加しており

ます。またリスク該当者の比率が高い圏域といたしましては、

川西南中学校区となっております。51ページをご覧ください。

口腔機能についてです。評価方法は、3項目の内 2項目以上に

該当する方をリスク該当者としております。市全体でのリスク

該当者は、20.1％となっており、前回の調査では、19％でした

ので、1.1％増加しております。またリスク該当者の比率が高い

圏域といたしましては、川西中学校区となっております。58ペ

ージをご覧ください。二次予防対象者についてです。評価方法

は、虚弱、運動、栄養、口腔でのリスク該当に該当する方です。

市全体でのリスク該当者は、23.7％となっております。リスク

該当者の比率が高い圏域は、川西南中学校区となっております。

72ページをご覧ください。3番、必要となる支援や介護保険サ

ービスについてです。日常生活の中で手助けしてほしいことに

ついてです。一般高齢者ではなしが42.3％と最も高くなってお

ります。要支援・要介護認定者では外出の際の移動支援（通院

を含む）が 31.8％、掃除が 19.8％となっております。74ペー

ジをご覧ください。介護が必要になった場合、どのようにした

いかについてです。一般高齢者では、自宅で家族からの介護を

受けたいと自宅で、介護サービスを受けながら介護を受けたい

を合わせますと57.4％となっております。75ページをご覧くだ

さい。3番、要介護状態になった場合に利用したい在宅サービ

スでございます。一般高齢者では、医師が自宅を訪問すること

による診療（訪問診察）が41.8％と最も高くなっております。

77ページをご覧ください。5番、在宅で介護をする家族に必要

な支援や理解をみますと、介護サービス（ショートステイ等）

利用による、身体的負担軽減への支援が、一般高齢者では

59.9％、要支援・要介護認定者が47.2％と最も高くなっており

ます。78ページをご覧ください。6番、高齢社会に対応するた

めに市が力を入れるべきことについてです。こちらについては

特別養護老人ホーム・老人保健施設などの入所施設の充実が一

般高齢者で52.4％、要支援・要介護認定者が53.4％と最も多く

なっております。80ページをご覧ください。過去1年間の介護

サービスの利用状況・満足度についてです。こちらなんですが、
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上から２つ目、訪問入浴介護の利用率が10.3％に対しまして、

右の満足度のほうが、満足、やや満足を合わせると70.8％と満

足度が高くなっております。82ページをご覧ください。介護サ

ービスは利用しやすいと思うかについては、74.7％の方が利用

しやすいと回答しております。その下10番、利用しやすいと思

う理由は、ケアマネジャーが適切なプランを立てるからが

76.1％となっております。83ページをご覧ください。11番、介

護サービスを利用しにくいと思う理由は、利用者負担が高いま

たは重いからが35.3％と最も高くなっております。12番、介護

サービスを利用していない理由といたしましては、家族が介護

してくれるからが29.8％と最も高くなっております。84ページ

をご覧ください。今後、条件次第で利用しても良いと思うサー

ビスは、訪問介護が23.7％と最も高くなっております。88ペー

ジをご覧ください。地域包括支援センターが市内にあることを

知っているかの問いです。知っているが一般高齢者で27.2％、

要支援・要介護認定者が52.5％となっています。前回の調査で

は一般高齢者が22％、今回が27.2％ですので5％上昇しており

ます。要支援・要介護認定者につきましては前回が57％ですの

で、ダウンという結果になっております。99ページをご覧くだ

さい。介護保険料の経済的な負担についてです。負担が大きい、

やや負担が大きいを合わせますと、一般高齢者では49.9％が該

当しております。要支援・要介護認定者では37.1％となってお

ります。3番、介護保険料とサービスのあり方についてです。「現

状のサービスに応じた保険料がよい」が一般高齢者では

40.8％。要介護・要介護認定者では43.9％が最も高くなってお

ります。 

以上で、雑駁ですが報告のほう、終わらせていただきます。 

 

ありがとうございました。このアンケートは必ずや介護保険

事業を計画する上には必須条件であります。必ず実施をすると

いう市町村はアンケートをとるということになっておりますの

で、その報告であります。今回いろいろご説明があって、回収

率が高くなったということは評価したいと思いますが、委員さ

んのほうでいかがでしょうか。何かお気づきの点とか意見があ

るかと思いますが、何かご意見等ございますでしょうか。地域

によって非常に高い率があるとかありますが、われわれらは秘

密保持というのが原則でございますが、今のところこの地域で

特に問題点とかいうことについては、何か把握されたような状
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況はあるんでしょうか。地域特性とかがあるので、この川西に

おきましては、この地域は少し問題があるとか何か把握されて

いる、何か大雑把な捉え方、特にあれば、ないなら結構ですけ

どね、時々この地域は特性があるとか、今のところ特に小さな

関心とか配慮せないかんことはあるでしょうか。 

 

それにつきましては、今回速報版という形で出させていただ

いてますので、会長がおっしゃるように例えばサービスの利用

状況であるとか、そういったところをクロス集計しながら特性

と、地域の状態、課題などを探っていきたいと考えております。 

 

まぁ、地域特性というのは微妙な問題ですので、あくまでも

これは口外無用でございますが、もし問題あれば検討課題かと

思って、そういう意味でお聞きした訳でございますけども。委

員さんのほうで何かございませんでしょうか。ざっとご覧願っ

てですね、感想でも結構でございます。目についたこととか、

これだけでも 1時間そこらかかる報告ですが、時間を配慮され

まして要点だけをご説明報告願ったわけでございますけども、

なるべく庶民感情では安くてよいサービスを願いたいのは、庶

民感情共通しておりますものね。年々、利用者が多くなってく

ると当然ながらサービスも追いつかないということになりま

す、費用も高くなってくることがたくさんございましょうけど

も、しかも支える子供たちが減ってくるということで、将来ど

うなってくるんでしょうね。 

 

すいません、遅れてきまして申し訳ございません。9ページ

の介護が必要になった原因ですが、脳卒中と転倒・骨折、まぁ

衰弱を除けば脳卒中と骨折・転倒が多いんですけども、おそら

くこれ、男女比というのは分かりますでしょうか。骨折は、お

そらく私の推測では、大腿部対頸部から起こった女性の方が多

いんじゃなかという印象を受け取るんですけども。それと脳卒

中というのは一般にだいたい男性のほうが多いんじゃないかと

思うんですけど。そのへんはいかがですか。それともう一つよ

ろしいでしょうか。ちょっと遅れたので、介護保険計画という

のが中に、来年度から市町村で予防給付を算定、策定せなあか

んとなっとるんですけども、その中で私は実際医療に携わって

まして、要支援の方のホームヘルプサービスというか、結構こ

れが大事、ずっと数見ていますと、弱ってきたら、独居の方な
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んかは支えないとあかんなと思って、訪問介護とかヘルパーさ

んを、頼むのですけども、今後要支援の方には難しいことにな

ってきてます。そのへん今後どうするのか。というのは72ペー

ジに今後必要なサービスの中に、外出の際に移動支援というの

が結構多いんですよね。このへんが、来年度から利用される方

には、特に要支援の方にはこれはサービスできないんですよと

いうことになりかねないところが、危惧するところです。それ

と3つ目ですけども、認定審査会の長をやってるんですが、来

年度から事業として、施設入所は要介護 3以上になると思うん

ですけども、そうなった場合、認定審査会の重要性がますます

増えてくると思うんですけども。まぁもちろん新規で申請され

る方については、ある程度国の、従って要介護 3以上というこ

とは、これは決めないといけないと思うんですけども、現状要

介護2、もしくは今まで要介護3の人が要介護2になった場合、

その措置をですね、対処してくださいと言わないかんのか。そ

の経過措置というか、現状要介護 2、要介護 1で入所されてる

方をどういうふうに扱ったらいいのかというところを今後問題

になると思うんですけども、その 3点についてお伺いしたいん

ですけども。 

 

事務局のほうから、何かいかがでしょうか。3点ございまし

たが。 

 

まず、9ページのほうなんですけれども、男女比率ですが、

あのざくっとした数字で申し訳ないんですけども、女性のほう

が約 60％ということで女性の比率のほうが高いということに

なっております。 

 

脳卒中も女性が高かったですか。 

 

 また、調べまして、結果を報告させていただきます。 

 

 その次、予防給付のことで。いかがでしょうか。 

 

 来年からという形でございますけども、一応国のほうは2年

間猶予をいただいております。これにつきましては、いつから

するかはまだ私共社会資源との兼ね合いで考えている状況でご

ざいますけども、いわゆる委員が心配しておられますヘルパー
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派遣を受けれなくなるんではないかというとこでございますけ

ども、地域支援事業に移行しましてもですね、体の状態により

まして、ヘルパー派遣が必要な場合はですね、既存の介護事業

所のほうがですね、利用可能という形になってございます。そ

れともう一つ最後のご質問でございます。特別養護老人ホーム

の、今実際入所されてる方が、例えば要介護度が下がって、い

わゆる3から2になった。今実際入所されてる方で要支援1，2

の方はどうなるのかということでございますけども、資料３の

8ページでございます。こちらの上のほうに、（既に入所者は除

く）ということでございまして、既に入所されている例えば要

介護1、2の方、もしくは3から1、2に落ちた方、そういった

既に入所されている方につきましては、これまで通り、入所を

続けられるという形になってございます。以上でございます。 

 

ありがとうございました。ますますかかりつけ医の意見とい

うのが重要になってくるのかなと認識しましたんで、かかりつ

け医を持ってる方が 8割位おられますので、その中でこういっ

たことを十分に、かかりつけ医のほうにも周知するように医師

会としても対応していきたいと思います。ありがとうございま

した。 

 

他委員さんいかがでしょうか。 

 82ページのほうの、要はケアプランを立てるんですが、プラ

ンを立てるのはケアマネジャーというのは一般常識ですが、ケ

アプランというのは自分で作ってもてもいいんですよね。自分

でね。まぁそういった方はいらっしゃいませんけどね。自分で

作るマイケアプランというものがあることはあるんですが、ま

ぁそんな方はほとんどいらっしゃいませんけどね。一応予備知

識ということで。認定を受けた範囲の中でのケアプランですか

らね。 

 

 同じく82ページなんですけども、市民からの介護サービスに

対する相談の中で、13、14年程やってきまして、ワースト3っ

ていうんでしょうか。ケアマネジャーに対する苦情というもの

が、多いという認識がありましたので、この結果、違和感を感

じたんですが。この質問はこの順番通りでしたか。この並べ方

は。 

このとおりです。 
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 83ページの上のほう、ケアマネジャーが適切なプランを立て

ないからが8.8％ですね。 

 

 はい、並び方も同じです。 

 

いや、結構です。 

 

 ケアマネジャーもいろんな福祉からなりますからね、必ずし

も福祉の専門職というわけではありませんで、いろんな職種の

方からケアマネジャーになりますから、力量というか、視点と

いうか、考え方の視点とかね、違いましょうけれどもね。 

 じゃあもう１件、案件がございますのでそれを伺ってからま

た時間を余裕をもって、またいろんな方面から伺いますので、

最後にサービス提供事業者等のアンケート調査結果、これにつ

きましてご報告いただきます。よろしくお願いいたします。 

 

それでは事業者等対象調査結果の報告をさせていただきま

す。それではまず1ページのほうをご覧ください。調査の概要

としてなんですけれども、現在介護保険サービスを提供されて

いる事業所、こちらを対象にアンケートをさせていただきまし

た。調査票の配布数は209の事業所で、今回回収が166の事業

所からご回答いただきましたので、回収率は79.4％となってお

ります。調査期間は9月1日から9月12日まで郵送配布、郵送

回収で行っております。それでは結果について順次報告させて

いただきます。2ページのほうご覧ください。こちら 2ページ

では運営形態についてお伺いしております。166事業所なんで

すけども、民間事業者という方が53％と最も高くなっておりま

した。続きまして3ページのほうご覧ください。こちら現在提

供しているサービスについて、それぞれ伺っております。最も

高くなっておりますのが通所介護、こちらが30.1％。続きまし

て居宅介護支援こちらが26.5％。そして3番目、訪問介護こち

らが22.3％となっておりました。続きまして、4ページのほう

ご覧ください。こちらはサービスに対して1年前と比べた利用

者数についてお伺いしております。このサービスなんですけれ

ども、1年前と比べて特に増加していると答えられているのは

居宅介護支援サービスが最も、利用者のほうが増加していると

答えられておりました。通所介護もこちらも増加していると答
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えられている割合が１８件とございました。増加よりも減少の

ほうが上回っているのが、介護予防通所介護、こちらが増加が

７件なんですけれども、減少が１１件ということで、利用者が

減っていると答えられているサービスとなっておりました。続

きまして６ページのほうをご覧ください。上の３番なんですけ

ども、介護予防サービスを提供し始めてから利用者に改善・予

防の効果が出ていると思うか伺っております。こちら大変効果

が出ているとやや効果が出ているを合わした結果は７２．３％

となっておりました。その下の特に効果が認められると思うも

の、こちらはＡＤＬの維持・向上、ＡＤＬというのは日常生活

の動作を表す指標ですので、日常生活の動作、こちらの改善が

みられているという結果がアンケートから伺えました。続きま

して８ページのほうご覧いただけますでしょうか。介護保険制

度やサービスに対する利用者やその家族からの苦情・要望につ

いて伺っております。１番から１０番まで伺ってるんですけど

も、特に苦情が多いと答えられているのが介護保険施設に入所

したいが空きがないということで、待機状態にあると、苦情や

要望に対して答えられているものが最も多くございました。ま

たその次に多かったものが、３番、４番、サービスの利用の制

限ですね、こちらに対する苦情とか要望が高くなってるという

傾向にありました。続きまして、報告書１０ページのほうをご

覧いただけますでしょうか。こちらはサービスの質の向上に向

けて特に取り組んでることについて伺っております。その中で

最も高くなっておりましたのが、サービス提供にかかる職員研

修の実施、こちらが７７．８％。続きまして個人情報保護・管

理の徹底ということで６６．９％と、事業者さんが自主的に質

の向上に向けて取り組んでいらっしゃるということが伺えまし

た。続きまして１４ページをご覧いただけますでしょうか。事

業所の運営に関して現在、困難を感じること、こちらについて

伺っております。こちらは、一番高くなっておりますのは、人

材の確保が難しいということで、６４．５％、こちらが多くな

っておりました。また事務作業が増加していると答えられてい

る割合も続きまして５３．０％ございまして、人材の確保、ま

た人員の確保に対して困難と感じられている傾向が伺えまし

た。そしてその下の介護予防・日常生活支援総合事業サービス

についての参入意向について、伺っている設問になります。こ

ちらは、関心はあるが、現在は様子をみている、こちらが３１．

３％と最も高くなっておりまして、続きましてわからないと答
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えられた事業所さんが２８．３％となってました。続きまして

報告書の１６ページのほうをご覧いただけますでしょうか。こ

ちらの１０番、地域包括ケアシステムを構築するために必要な

ものとして、最も高くなっておりますのは、地域の社会資源及

び市民ニーズの把握ということで、４１．４％最も高くあげら

れておりました。続きまして、医療・介護サービス従事者の連

携の強化ということで３８．３％。こちらも比較的あげられて

いるという傾向になりました。最後、１７ページのほうをご覧

いただけますでしょうか。地域包括ケアシステムの構築を促進

するため、重要だと思う組織・団体等について伺っております。

この中で最も高くあげられておりましたのは、地域包括支援セ

ンター、こちらが６３．９％になっておりました。続きまして

コミュニティ・自治会、こちらが４８．８％あげられておりま

して、地域包括ケアシステムの構築に対して地域包括支援セン

ターですとか、身近なコミュニティ・自治会という報告があげ

られているという結果となっておりました。簡単なんですけど

も、以上、調査結果の報告のほう、終わらせていただきます。 

 はい、ありがとうございます。今報告でございますか、ご意

見とか何かございませんか。 

 １４ページなんですが、参入についてのご意向ということで

すけども、３１．８％は様子見ということでした。様子見とい

うことは、社会貢献はしたいということは当然でしょうけども、

同時に今利潤が上がるかがどうか、あくまで民間業者ですから、

利潤が上がらなければなかなか手を出せないというのが現状だ

と思いますね。これまで市のほうでも、いろいろ広報されまし

たけど、なかなか介護報酬がようさん入ってこないというのが

現状でしょうか。ということで。報酬あげれば当然介護保険料

も変わってくるということで。個人的には、意見ではないです

けども、１７ページです。１７ページで地域包括ケアシステム

で、これは２０２５年目標ですけども、今政府がやってますけ

どもね、これは大きな問題でどういう人が支えてくれるかとい

うことで、各市、組織・団体入ってございますが、意外と２番

目に老人クラブとありますが、これ１２．０というのは意外と

多いと思うんですね。私は大阪のほうでは、府のほうの老人ク

ラブに関わってますが、老人クラブ非常にしたいと思ってはり

ます。世間の評価では老人クラブ言うたらおじいちゃん、おば

あちゃんということで、大阪では前にご紹介したと思うんです

が、名前変えてます、ＳＣ大阪って名前変えましてね、ＳＣと
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いうことはシニアクラブということで、老人クラブという名前

が嫌なんでしょうね、入る人少ないですが、その、全国的に若

手議員さんが作っていましてね、若手の方が非常に頑張ってま

してね、老人クラブ活用しはったら、あの老人クラブいうたら、

まだまだあの方々意欲満々で体力があるんですよね。あの方巻

き込むというのは今後必要と思いまして、東大阪市なんかの発

表でしたら、包括とうまいこと連携しながらね、ボランティア

活動とか、支援活動とかしてはりますんでね。力あるのはコミ

ュニティ・自治会とかですね、いいことやと思いますけどね、

一つ私の関わる事情から申し上げたら老人クラブなんかも活

用、もっともっと踏み込んでいけたら、きっと彼らはと言うか、

私も当然老人ですけどもね、やる気満々ということですね。意

欲を持たれてますね。他いかがでしょうか。 

 ちょっと１９ページを。このアンケートにつきまして事務局

のほうからこれをしますがというお膳立てがあったんですが、

各委員さん方にいっぺん聞いてみたいと申し上げたことは、各

事業者の方々、なんかこれ事業評価されるんとちがうかと恐れ

を持ってはりませんか、そんなんじゃありませんよということ

を伝えてほしいとお願いしたんですが、例えば１９ページの下

のほうで、アンケートについてとありますけども、やっぱり答

えが、アンケートの趣旨が理解できないというようなこと書い

てはりましてね、多少そういうことで私共事業評価するための

アンケートと思いはった節があるかと思いますね、ちょっと書

いてはりましたね。ちょっと気がついただけのことです。 

 

 １７ページですが、当然あの、実地て言いますか身近なとこ

ろでやっぱり地域のコミュニティということで自治会とかです

ね、老人会は非常に大事やと思うんですけども、この中で地域

包括ももちろん大事なんですけど、医療機関というのが３５．

５％と結構高いかなぁと思うんですけど。実はあの、平成１８

年度に当時の厚生老健局のチイテツオさんが、地域包括ケアシ

ステムを発表されまして、川西で医師会中心に２０年から地域

ケア委員会を月１回開催しまして、今１７団体が集まってまし

て、保健所長さん、警察・消防署、それからその他行政、地域

包括、最近ではこの介護保険の施設の代表の方も入っていただ

いて、栄養士さんとかですね、月いっぺん、医療福祉介護の問

題点について、まぁ平成２０年から月１度やってるんですね。

結構この中ではいろんな問題が活発に協議されてましてです
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ね、自主的にやってまして地域の問題いうのも、例えば認知症

対策とかですね、健康、転倒予防についての予防事業とかです

ね、今やってるのは在宅医療推進協議会を立ち上げて、またそ

ういったこともやっておるんですけども、それも２０年からう

ちはやってまして、まぁご報告でして、よそではこういうこと

やってませんので、全国的にも非常に、この５月にもプライマ

リーケア学会で発表したんですけど、シンポジストとして発表

したんですけども、非常に注目されているということをご報告

させていただきます。 

 

 ちょっと伺いますけど、地域ケア会議、非常に重要な位置付

けが今後ともあると思うんですけどもね、その中で、民生委員

さんが委員に入ってるということもあるんでしょうか。 

 

 まだそこまでは、入ってないんですけども、とりあえず医療、

福祉関係ですね、まぁ地域包括の方も、行政の方も必要に応じ

て入っていただいてるんですけども、おいおい広げていく、お

いおいその趣旨を理解していただければ、入っていただければ、

新たに、新しいものを作らんでもそれを利用していただければ、

活発な意見が出てますので、いいかなぁと思いまして、ご報告

させていただきました。 

 

 ２年ほど前か、厚生省の通達で、通知で、民生委員さんなん

かも入れたという文言がありましたのでね…。他委員さんのほ

うで何かございましょうか。では最後に事務局のほうからご報

告でございますが、その前に委員さんのほうから何かご意見で

も一言でもありましたら…、南委員さん、いかがでしょうか。 

 

 介護に対するニーズというのは、変わらずずっと、訪問介護

のほうでも、ただ介護保険でできない部分っていうのも、今人

材が少ないというところで、高齢者の方で一番危惧されている

のは、今後私達サービスを受けられなくなるねんね、という意

識がかなりが浸透してまして、そのあたりの説明を今後どのよ

うに、いつの段階でしていくのが一番いいのかというのが、今

私たちを悩ませているところです。 

 

 まぁその風評と言うのか、厳しくなったという認識になるで

しょうね。受けられへんわけやないんですけどね。 
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 そうお伝えはするんですが…。イメージとして。 

 

 イメージですね。住民の捉え方というたら、素朴にいうたら、

そういうとこでしょうね。厳しくなるかなという、意識を持っ

てはるんでしょうね。 

 

 来年から受けられないですね。って言われる方が…。 

 

 妙な誤解もありますでしょうからね。ありがとうございまし

た。岡本委員さん、どうでしょうか。 

 

ちょっと戻るんですけども、低所得者の施設利用の食事とか

を補足する、そしてその代りというか、高収入、高所得、資産

のある方に、２割負担とか、そういうことを課していくってい

うところなんですけども、一番、そのお友達とか周りで資産と

いうところのことが話題になっておりましたんでね、資産を持

ってる人が必ずしも介護保険で、なんて言うか、保険料とか支

払わなくていいというところがかなり問題になってましたん

で、そういうことを掲げていただいたということはすごく前向

きで私はいいと思うんですけども、まぁこれ資産というところ

が具体的に、例えば川西市の場合は資産の把握みたいなことが、

どういった形でできるのかなというところがちょっと疑問なん

ですが、今の段階でわかっておりましたら、ちょっと教えてい

ただきたいんですけど。所得もですけど、資産ですね。 

 

 ２つございまして、まず、今介護保険料がが１割ですけども、

今後所得に応じて２割になるということで、こちらのほうは、

１割、２割の判定につきましてはですね、資産というのは勘案

いたしません。その下のですね、低所得の施設利用の食事、居

住費を負担する、補足給付というのは今も現在行われておりま

す。これにつきましてはですね、今いわゆる所得を見てるわけ

でございますけども、これに対しましてですね、今度資産てい

うのを加味しようという形になってございます。この資産につ

きましては、いわゆる預貯金でありますとか、いわゆる株式で

あるとか、そのあたりにつきまして基本的には、自己申告とい

う形になっておりますが、場合によりましてはですね、調査を

していくという形になっていく状況でございます。以上です。 
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 あとそれとですね、現場を私は知らないもんですからあれな

んですけども、次期のですね、概要というのをいただいたり、

アンケート調査を見さしていただいた限りでは、かなりなんか

一般高齢者っていうとこらへんのアンケートの結果をかなり詳

しく出していただいておりますので、本当に今までの一次介護

予防、二次介護予防というところのちょっとつっこんで一般人

達も混ざった、なんて言うか、例えば認知症の脳トレ講座とか、

そういうのを盛り上げていくというか、全体として取り入れれ

ばいろんな方も参加しやすいんじゃないかなと思ったんで、ま

ぁそういったところのこれから、今は認知症にしろ、介護状態

にしろ、今は必要ないっていう方を対象に、取り組んでいただ

けるというのをすごく喜んでおります。 

 

 一般高齢者の介護予防に関することですけども、まず地域包

括のほうで、介護教室ということで、運動機能、あるいは口腔、

あるいは栄養、の話をさせてもらっています。そういった中で

そういう対象の方には一般高齢者の方も入って、しております。

また内容につきましても、いわゆる脳トレにつきましても、そ

のプログラムの中に一部そういった形のものを入れるとかそう

いった工夫も現在しております。 

 

 そこのところにね、健康であるっていうなんかこうイメージ

というか意識を、介護とか多少必要な方も、必要でない方も、

元気であるっていう「気」を入れる意識のほうですよね、まぁ

そういうところもちょっと加味していただけるような部分があ

ると、やはりあの、本当に気力とか気というようなことが、す

ごく大事だと思っておりますので、また、よろしくお願いいた

します。 

 

 保険料がどんどん増えてきて、昔と比べても認定が昔よりか

今のほうがちょっと認定受けるのが厳しいかなという気がして

て、更に今回要支援の方が外れていく、ということがあるのか

なというのが、どの程度の影響があるのかなぁと少し心配です。

要するに経済的な理由が一番大きいですからね。改定というの

は。 

 

 この制度は国が作ったものですから。認定が今の基準から変
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わるとは思いませんけどね。そんなんしたら、本当に国民を冒

涜というかね、多少あるでしょうけど、出た数字は客観的な数

字ですからね。あと費用の負担というのは別のことやと思いま

すが、認定までころっと変わる言うたらね、まぁ一次判定、二

次判定いうのがあってね、詳しい話は申しませんけども、根本

を変えるんやったらまた大きな問題といいますか、そこらへん

は従来通り淡々としはっていいと思うんです。なるべく費用を

負担したくないから…。その話をしたら長くなりますから、し

ませんけど。成徳委員さんいかがでしょうか。 

 

 だいたいみなさんおっしゃてる、まぁ私がね、この統合事業

で実際その流れになってみないとわからないんですけども、ボ

ランティアさんやＮＰＯさんがその介護サービスに携わるって

いった時に、介護事業者でも気を配って気を配ってもヒヤリハ

ットや事故が起こる状況で、こういう方々が事故リスクだとか

いろんな問題意識だとか、レベルで事故が多発するんじゃない

かとか、そういう心配を実はしてまして、あとは人員配置等を

ですね、これを見てると緩和される部分もあったりもしてる感

じですので、あとは社会資源がどこまで、先ほどもちょっと調

査中ということだったんですけども、社会資源を逆にその経過

措置の２年間の間で、調節したりとか、まぁ特に高齢者、ここ

にもあるんですけど、高齢者は支え手側にも回ることもってい

うようなことも書いてあるので、そのへんの掘り起こしが結構

重要になってくるのかなぁという気もしてます。どうなるんだ

ろうという感じですね。 

 

 本当に不安、軽減、危惧されるところですよね。しいては市

当局の責任にもかかって来ましょうしということでね、委員さ

んもそのへんは不安要素いっぱいございます。ご指摘ありがと

うございます。坂井委員さんいかがでしょうか。 

 

 ８ページの、業者アンケートの、やっぱり家族あるいは利用

者が、介護保険施設に入所したいけど、空きがないというのが、

これやっぱり切実だと思うんですけども、来年度の頭にやわら

ぎ、西多田ですか。１００床、まぁそういうことが広まってで

すね、これを外したら入れないというようなことで、相当殺到

すると思うんですけれども、国が３以上ということに、そうい

う傾向に悪乗りしてね、やっぱり４、５だけでいってしまうと
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かね。それから３でも必要、独居とかね、必要の人もあります

ので、まぁ入所検討委員会も立ち上げておられると聞いており

ますけれども、更に公正にそれが実施される外部の目がもう一

つ入らないかと、ということを今思っておるんですけどね。公

正にやってほしいということです。それはやっぱり、なんだか

まぁ、検討委員会は当然、十何年か前からやっておられるんで

すけども、情報開示もっと後、当然できると思うんですけど、

できるようなことをね、今から、おそらく年末から始まると思

うんで、そのへんを今ちょっと一番直近の課題と感じておりま

す。 

 

 今西委員さんいかがでしょうか。 

 

 以前も介護認定に出てたんですけども、今回変わるのは要支

援１、２の方の介護保険を外すというような項目なんですけど

も、要支援１、２の方、介護認定行ってて、目的が一番大きい

のが住宅改修とかそういうのが多かったと思うんですね。です

から、そのあたりは、明らかに住宅改修はできないよというよ

うな形にはならないんじゃないかなと、見ててですね、これま

で歴史もありますし、それと調査項目が変わるわけじゃないで

すよね、介護保険の。ということは介護保険にあがってくる結

果としては今現在と全く変わらないのがあがってくるだろう

と、ということですので介護、認定する者、合議体の中での話

をちゃんとしとけば、きっちりとした判定をそこで出させてい

ただければいいんじゃないかなと。そしてあとは結局は要介護

の部分については、まぁ、グロスについては介護保険料は変わ

らないですよね。介護保険料で要支援の方なんかもある程度な

んて言いますか、サービスを支払っていくという形ですよね。

そういうことですね。例えば住宅改修が目的でそれが数が減ら

されるという形は考えにくいだろうということですね。概ねど

うなんか、私ちょっとわからないんですけど、これずっと見て

てものすごい大きな変化が出て、変化が出るんだろうか、出れ

ば逆にすごいことになるんやろうなと、まぁそのあたりはやっ

てみないとわからないんかなぁと感じました。あとまぁ今後今

事業所さんの中でですね、効果が出ているとか、ＡＤＬの向上

がありますよとか出てんのは、これ業者さんサイドの問題であ

って、受けてる者についてどうなのかっていうのが今後聞きた

いなと思っています。やってるほうは当然向上するとだろうと
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思ってますので、実は受けてる者がどうなのか。無理してやっ

ていただいてるんじゃないのかなというのがあって、そのあた

りが危惧する部分かなぁと思います。あとはもう一点。やっぱ

り人材の確保でしょうね。アベノミクスとかで株価が上がって

きて、なんて言うんですか、経済がよくなってくると介護のほ

うに行かれる方が少なくなっていくのが現状じゃないかなと思

うんで、それを受けて介護サービスを提供されている事業者さ

んが、すごくサービスの質をキープするというのが大変になっ

てくるんだろうな、それに対して受けるほうがどう我慢をして

いくのか、そのあたりをまぁどう行政として、行政と言います

かやるほう、やられるほうがどう折り合いをつけるのかという

ようなことになっていくのかなというふうに思っています。以

上です。 

 

 ありがとうございます。最後に人材確保につきましては、私

も教え子がたくさんおりましてね、大抵２年もすると、もう辞

める辞める言うてね、２年続く子は少ないようです。3年した

ら辞めてしまいます。しかしまた、その辞めた子が介護のほう

に帰ってくる。専門職って言ったらやっぱりそういう気持ちあ

るかと思いましてね、そういう意味では嬉しいとは思いますけ

どね。一方厳しいね、給料ですよってね。決して人材は枯渇し

ないと思いますが…。 

 

 健康な高齢者の方、老人クラブに入れたらいいとおっしゃい

ましたけど、今度市で「健幸マイレージ」いうのを作りはった

んで、それをなんか、検診受けてもポイントになるとか、いろ

んな参加すればポイントになると、それがうまい方向に進めば

いいかなぁと思います。モチベーション上げる意味で。それと

先程認知症の話が出てましたけど、認知症のつながりノートと

いうのを川西でまぁ、全国で先駆けるくらいの勢いでやってる

んですけども、これは行政と大阪大学と医師会で中心になって

やってるんですけど、各公民館にですね、大学の先生が実際月

１度ですかね、公民館に出向いて認知症の勉強会をやってまし

てですね、かなり効果が上がってましてですね、実際参加され

たら非常によかったというご意見が多かったので、これもボラ

ンティアでやってるんですよね。大学の先生も。是非こういっ

たことを全国に先駆けてやってることに予算をつけていただき

たいなぁというふうに思っております。それから認知症の方と
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いうのは６５歳以上の人、４人に１人と言われているように、

一見認知症の、みなさんが持っておられるイメージ違うんです

けども、私らが実際患者さんが来て６５歳以上の人の中に、か

なりの方がおられるんですよ。認知症とは全部ボケてるんじゃ

なくって、一部ボケてる人も認知症でありまして、じゃあどこ

で線引きするかというのが、非常に難しいんです。だからそう

いうことは、特定高齢者とか昔ありましたそういう発想はおか

しいと私は考えてるんですけども…。みなさん一緒でやるよう

な、いずれ今ですね、そういった私は他人の世話になりたない

わ、一人でなんでもできるわと思ってる人が、その人が１０年

経ったらごみ屋敷になってるわけですね。そういう現状があり

ますので、やはり、みなさんと一緒にできるような施策が大事

かと思いました。それからそういう先程施設の方おっしゃいま

したけども、自宅で転倒すれば自分の責任、施設で転倒すれば

施設の責任て、訴訟問題起こす。そういうふうなモラルもやっ

ぱり考えな、一般の方、施設に行ったら本来ならそれで仕事で

きてるんやとかいうふうな感謝の気持ちもなくて、なんでこん

なんなったんやとか、そういうモラルもですね、ないと施設も

やってられへんなぁとこっちでは思っています。それとこれは

業者にお願いなんですけども、来年度の介護保険制度ですね、

今、今年で病床機能をしっかりせいと、というふうに急性期や

慢性期ということで機能分化をせいと今年度にせいと今やって

はると思うんですけども、その中で超急性期以外は在宅医療も

病院の先生も目を向けよというふうなことを謳われたようなど

っかで聞いたことがあるんですが、実際そういうのがあるのか

調べて、ちょっともし可能であれば調べていただきたいと思う

んですけれども。というのは在宅医療推進ということでいろい

ろやってるんですけども、国は在宅や在宅やともっていってる

んですけど、やはり高齢者、いわゆる老老介護の方とか、独居

の方が多いので、なかなか在宅言うても支える資源がないと、

これ難しい状況でして、それとかかりつけ医と言いましても、

かなり高齢の先生が増えてきて、医療機関が多くても高齢化が

進んできて、なかなか元気な在宅やりますよ、と言うふうな先

生が少なくなってきます。なんとかこれはっぱかけてやっとる

んですけど、こうなればもう病院の先生とタッグ組まなあかん

なぁというのが現実問題、考えております。だからそれが今後、

私たちは在宅医療推進するには、病院の先生も在宅に参加して

いただいて一緒にやっていくという姿が今後必要じゃないかな
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と私考えております。以上です。ありがとうございました。 

 

 お時間許せばもっともっとご意見があると思うんですが、も

う既に今でも予定より１０分遅れておりますので、この会議場

はすぐ渡さないといけません。一応本日の協議については終わ

りましたので、事務局のほうから、その他ということで、ご報

告がございますので、事務局のほうからご報告いただきます。 

 

第３次一括法施行ということで、保険法の改定がございまし

た。その中で、市のほうで、条例改正を行うことになっており

ます。それにつきましては、次回開催の協議会におきまして詳

細をお伝えするということをご報告いたします。 

 （次回スケジュール調整） 

 

 では、これをもって散会いたします。本日はありがとうござ

いました。 

 


